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平成30年7月豪雨により被害に遭われた皆様に対しまして、心よりお見舞いを申し上げますとともに、
亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。現地の一日も早い復旧・復興を願っております。
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理事長    法   理   規   夫

　平成30年４月１日東京税理士会データ通信協

同組合は第43期事業年度がスタートいたしまし

た。思えば、当組合は、昭和51年創立以来、一

貫して、株式会社エヌ・ティ・ティ・データのシ

ステムの下で「税理士の税理士による税理士のた

めの税理士会システム」を標榜し、本システムの

普及推進に努め、税理士事務所の電子計算機によ

る適切な運営を支援して参りました。創立当時は、

大田区の大森にあった電電公社の大型コンピュー

タに税理士事務所からテレックスを利用して入力

帳票を送信し、翌日出力帳票が返送されて来ると

言う極めて使い勝手の悪いシステムであったと記

憶しています。コンピュータによる税務会計の「は

しり」であった訳でやむを得ないとは言え、こん

なことなら決算書も申告書も手書きで作成したほ

うが早いと感じたものです。私自身は、当時電卓

が発達してきていましたが、頑固に算盤を使って

仕事をしていたものです。

　しかし、時代は進み、平成元年には消費税が出

現し、従来は、普通の税理士（私のような）は法

人税や所得税の申告書が書ければそれで足りてい

た時代が過ぎ去ろうとしていました。ついで、電

子申告が一般化し、これもついに義務化されると

言う事態になろうとしています。また本年に至り、

事業承継税制が改正され、それに対応したシステ

ムの構築を図って参らねばなりません。本組合と

しては、これらの諸課題に対して様々な施策を推

進し、本システムの利用者を拡大することで規模

の利益を実現していきたいと考えます。おかげさ

まで、新年度に入ってからも着実に増加し、本年

６月末現在で1,746名を数えることになりまして、

当面の目標としている利用者2,000名はまさしく

指呼の間となりました。

　また昨今、様々な分野でのＩＴ利活用の進展と

相挨って、サイバー攻撃・犯罪の巧妙化等により、

情報セキュリティ上の脅威が高まってきています。

本組合では、これらの攻撃・犯罪に備え、独立行

政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）等の協力の下

で、組合の情報セキュリティ対策を確立して参り

ます。

　税制改正・システムの変更等のバージョンアッ

プ及びＰＣの変更に対してWindows 10への移行

を積極的に促進する等適切に対応いたします。研

修及び教育情報事業をさらに充実させるため、税

理士会の施策と連携しながら本業務の強化を図っ

ていくとともに、マイナンバー制度の適法な運用

を図るための施策として、「データ管理の達人」

の販売を促進して参ります。

　前述いたしました通り、利用者の拡大による規

模の利益を確保し、事業分量の配当のみならず、

賦課金の減額（月額1,500円を1,000円に）をい

たしました。また、システムの利用料金も全国税

理士データ通信協同組合連合会や株式会社エヌ・

ティ・ティ・データと強く連携し、よりリーズナ

ブルで、利便性の高いものを目指して参ります。

　今後とも東京税理士会の関連団体として、常に

創立時の理念を忘れることなく税理士業務の改善

進歩に資するため、さらなる事業努力を推進して

参ります。

　組合員諸賢並びに東京税理士会、全国税理士デ

ータ通信協同組合連合会及び株式会社エヌ・テ

ィ・ティ・データをはじめとする関係団体、関係

諸企業のご協力とご指導をお願い申し上げる次第

であります。

新年度にあたり



東京税理士会
西村会長

法理理事長

德重議長

秋山総務部長 大澤経理部長 奥脇監事
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  総　会 　第42期通常総会は午後２時半から北
薗洋一常務理事と德永素子理事の司会で開会した。
議事に先立ちこの1年間に逝去された８名の組合
員の方々に黙祷を捧げた。
　松葉美則副理事長による開会の辞が述べられた
後、来賓紹介と執行部を代表して法理規夫理事長
が挨拶を行った。ついで東京税理士会西村新会長
よりご挨拶を頂いた。

　議事の開始に際し、議長に
德重寛之組合員が選出され議
長席に着いた。議長は議事録
の作成に係る職務を行う理事
として江口實常務理事及び関
屋一馬常務理事の２名を指名
し、続いて議事進行方法につ

　　　　　　　　　いては、第１号議案及び第２
号議案、また第３号議案から第８号議案は相互に
関連する議案であるので一括して提案説明し、そ
の後、各議案毎に採決を得る方法で審議を行いた
い旨を説明し、議事に入った。

第１号議案　第42期事業報告承認の件
　秋山不二男総務部長より当期に実施された各種
事業について説明があった。
第２号議案　第42期財産目録・貸借対照表・損
　益計算書及び剰余金処分案承認の件
　大澤泰一経理部長より原案について説明後、奥
脇勝美監事より監事を代表して監査報告があった。
第３号議案　第43期事業計画決定の件
　秋山総務部長より事業計画概要と重点施策の主
旨説明及び具体的な各種事業を実施・遂行してい

　本組合は６月12日（火）、東京税理士会館で第4２期通常総会を開催し、第42期事業報告及び決算、第43期
事業計画及び予算案など８議案が提出され、全議案を原案どおり承認可決した。
  [議決権数1,512名／当日の総会出席者数は本人出席51名・書面議決648名・委任状出席182名　合計881名]

きたい旨の説明がなされた。
第４号議案　第43期収支予算決定の件
　大澤経理部長より営業組織部から提出された次
期の新規利用者の増員目標とハードウェアの販売
目標を支柱の事業として実施していくこと、併せ
て従前月額1,500円であった組合賦課金を1,000
円に減額する提案を行い、これに各部・委員会か
ら提出された予算案を寄せ、さらにそれに当期の
各種実績データを勘案して次期予算を編成した旨
が説明された。

　以下、第５号議案から第８号議案までは秋山総
務部長より一括して説明された。
第５号議案　第43期経費の賦課及び徴収方法決
　定の件
　税理士会システム利用組合員については、当該
事業が順調に推移し、利用者の増強が図られてい
ることから、前年度より月額500円、年額6,000
円の減額を行い、その他の組合員については前年
度と同額となる次の賦課額とし、徴収方法は前年
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　休憩をはさんで、来賓を代表して３名の方から
祝辞を頂いた後、午後４時半に矢島多以良副理事
長による閉会の辞により総会を終了した。
　
  懇親会 　懇親会は午後５時から井沢大助常務
理事と和田紀子理事の司会により開会した。
　米本正樹副理事長の開会のことば、法理規夫理
事長挨拶に続いて３名の来賓ご祝辞の後、荻野弘
康顧問の乾杯の発声により懇談が始まった。
　アトラクションはもちろんビンゴゲーム。年に
一度の組合の総決算のこの日のために、今年も心
尽くしの景品が用意された。司会の軽妙なトーク
で会場は大いに賑わった。

　寺澤隼人顧問による中締めの後、浅井和夫副理
事長から閉会の挨拶があり、午後６時45分に本
日一連の行事を全て終了した。

度と同様に６月と12月に各々６か月分を徴収し
たい。
（１）「税理士会システム利用組合員」　　　　　

　　　　　　　年額１２，０００円
（２）「情報サービス利用組合員」 

年額１２，０００円
（３）「法人組合員」（税理士会システム利用）　

年額１２，０００円
　※社員数５名を超える税理士法人＝超える社員
　　１名につき年額１２，０００円
第６号議案　第43期借入金最高限度額決定の件
　前年度と同額の5,000万円とする。
第７号議案　第43期１組合員に対する貸付限度
　額及び１組合員に対する債務保証の限度額決定
　の件
　当該事業は行わないこととしたい。
第８号議案　第43期役員報酬決定の件
　役員報酬については理事監事ともに支給しない
こととする。
　以上で全提出議案の審議を終了し、いずれも満
場異議なく原案どおり承認可決された。議長は本
総会の円滑なる進行の協力方に謝辞を述べた後、
議長席を退席した。
　総会終了後、組合員表彰及び事務局表彰が行わ
れた。受賞者を代表して前田芳明組合員（組合員
歴15年）が感謝状を受けられ、同氏から謝辞が
述べられた。

前田芳明組合員へ感謝状贈呈

◇組合員表彰
　・組合員歴15年・・・１３名
　　　　　（表彰規程第３条第１項第４号）

◇事務局職員表彰
　・勤続20年・・・・・・１名
　　（事務局表彰基準第２条第１項第４号）
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東京税理士会
名倉明彦副会長

東京税理士協同組合
赤木盛一常務理事

荻野弘康顧問 寺澤隼人顧問

ご挨拶をいただいたご来賓の方々

全国税理士データ通信
 協同組合連合会
大野功夫会長

㈱ＮＴＴデータ
第二公共システム事業部

村山剛事業部長

東京地方税理士会
データ通信協同組合
井口嚴男理事長

㈱シスプラ
椛澤均社長

中部税理士データ
通信協同組合

神戸秀夫理事長
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便利な世の中

　情報セキュリティの最大の課題は、無関心です。

税理士事務所の主要業務である申告が、「紙から

電子に標準が変わる」ことに象徴されるように、

すっかりインターネットが不可欠な時代になりま

した。日常生活でも、スマホ、タブレット、モバ

イルＰＣなどの情報端末を、子供から高齢者まで

毎日使っています。プリンターの出力を待ってい

る間に、ゴルフのクラブが買えてしまうのですか

ら、まったく便利な世の中になったものです。こ

れもインターネットがあるからなのですが、イン

ターネットを利用すると、攻撃者から被害を受け

る可能性があることを忘れてはいけません。厳密

にいうと「忘れる」のではなく、「忘れさせられ

ている」のですが、、、。

　サービスを提供する側は、高額なコストを支払

い、インターネットを使ったサービスを提供する

ので、利用に伴う危険を公表したがりません。「危

ないからやめておこう」という意識が売上高減少

を誘うからです。利便性だけが強調され、危険を

「忘れさせられている」のです。また、近年では

攻撃者の技術的な進歩が著しく、攻撃を受けた側

が気づかないことが、被害を拡大させています。

交通事故のように、目に見える危険であれば対策

を考えますが、インターネットには危険は無かっ

たことのように扱われています。

　日本における情報セキュリティの調査・情報提

供の中心であるＩＰＡ（独立行政法人 情報処理

推進機構）によれば、最近は中小企業が攻撃者の

標的になっているそうです。従来は大企業や官庁

が標的でしたが、膨大な費用を使いセキュリティ

対策が進み、侵入が困難になりました。そこで、

攻撃者は、下請け・孫請け・施設施工業者とたど

り、対策が十分でない中小企業を見つけて情報を

盗み出します。その情報の中から本来の標的の手

がかりを探すのです。我々の関与先である中小企

業が、今や一番の標的で、攻撃者は、大企業や官

庁を攻めていた職業専門家なのです。にもかかわ

らず、税理士も、関与先も「忘れさせられている」

のが現状です。

どうすればいいの？
　セキュリティ対策をインターネットで探してみ

ると、情報がたくさん出てきます。しかし、「多

すぎる、断片的、何から始めるのか、専門用語が

わからない、攻撃者の偽情報も混じっているかも

しれない。」という理由でよくわかりません。セ

ミナーは、参加者に高額な商品を紹介するものが

ほとんどです。セミナーのコスト（講師謝礼、会

場費、広報費用）をどこからひねり出すかを考え

れば当然なのですが、高額商品は大企業に適して

いるという法則があるので、中小企業（経産省が

想定する従業員130人程度ではなく、我々の顧客

レベル）では過剰な投資は効果が少ないばかりか、

業務の効率を落とすことも考えられます。

　我々が必要とするのは、①確かな情報で、②対

策がすぐ始められて、③費用が掛からないもので

す。この条件をすべて満たすものが、「例の黄色

い本」なのです。

　　電子申告普及プロジェクト特別委員会　　
　　　　　　　　　委員長　  森  谷　修  一
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「例の黄色い本」の使い方

　正式名称「情報セキュリティ対策手引書」は、

当組合が2017年４月18日、５月15日、６月５日

に開催した「情報セキュリティ対策連続講座」の

講演レジュメを印刷したものです。

　情報セキュリティの分野で、攻撃者と実際に戦

っている現場の技術者をお招きして、対策を直接

伝授して頂こうという企画でした。講演者は次の

ような最強メンバーでした。

①　ＩＰＡ　技術本部　セキュリティセンター　

普及グループ研究員（ＩＰＡの普及チームの

中でトップの講演者）

②　日本マイクロソフト　セキュリティレスポン

スチーム　セキュリティプログラムマネージ

ャー（マイクロソフトのセキュリティ部門で

中心にいる人）

③　シマンテック　ディストリビューションアカ

ウントマネージャー（ウイルス対策ソフトで

お馴染みノートンを販売する会社の技術者）

④　カスペルスキー　セールスエンジニア（ロシ

ア製で他社が止められないウイルスも止めて

しまう強烈な性能で評判のカスペルスキーの

営業もする技術者）

⑤　警視庁　サイバーセキュリティ対策本部　

対応チーム巡査部長（警視庁の情報セキュリ

ティ部門で犯罪者を逮捕している人）

　上記の方々は、当組合の公共性をご理解いただ

き、講師謝金ご辞退の他、資料の印刷配布も了解

していただきました。　

　この本の具体的な使い方としては、まずレジュ

メ部分を通読してください。わからない部分があ

っても飛ばして先に進み、全体の流れを把握して

ください。次に解説を参照しながら再度少しずつ

読み進めれば、理解が深まると思います。ここか

らが重要で、本に書いてあることは実行してくだ

さい。読んだだけでは攻撃は止められません。更

に内容を理解した上で、関与先に説明して、関与

先のPCも攻撃者から守ってください。

最優先事項
　この本にはやるべきことが、たくさん書いてあ

りますが、最初にやるべきことは、ＰＣの最も重

要な部分である、Cドライブのバックアップを作

成することです。攻撃者によりCドライブが不法

に暗号化されると、その瞬間から業務継続が不可

能になります。攻撃を防ぐ方法はありますが、ま

ずやるべきことは、攻撃を受けても業務に支障を

きたさないことです。

　まさかの備えを完了した後に、侵入口を塞ぐと

いう意味で、ＯＳや常駐型アプリケーションの更

新（アップデート）を行ってください。更にメー

ル添付によるウイルスの侵入に対しては警戒を怠

らないようにしてください。

新しい税理士の使命
　ＩＰＡは我が国のウイルス対策の中心で、ホー

ムページには興味深い資料が大量に置かれ、閲覧、

ダウンロードが自由にできます。しかし、前述の

ように標的は危機感を持っていませんので、この

情報にたどり着きません。渇きを感じていないの

で水飲み場に行かないのと同じことです。情報セ

キュリティの啓蒙をしようとする人たちが共通し

て口にするのは、集客の難しさです。「セキュリ

ティでは、とにかく人が集まらない。」

　ＩＰＡを管轄するのは経済産業省なので、中小

企業との接点は商工会議所の経営指導員とＩＴコ

ーディネーターと考えているようです。これでは

人数が圧倒的に足りないのは明らかです。中小企

業に最も近い専門家は税理士です。我々が、省庁

の垣根を超えて、関与先に情報セキュリティの指

導をしなければ、日本の中小企業を攻撃者から守

ることはできません。納税者の権利を守っても、

インターネットで攻撃を受けて情報が流出し倒産

したら元も子もありません。中小企業を守るのは

今も昔も将来も、税理士の使命なのです。



東 京 デ ー タ 通 信（8）

 ・ウイルス感染の危険が高まります。

　マイクロソフト社の製品「Windows7」は多く
のユーザーの支持を得て、長い間使用されてきま
した。その間、マイクロソフト社では不具合やセ
キュリティの弱点を補うサポートを行っていまし
た。しかしサポート期間が終了すると、セキュリ
ティの弱点が新たに見つかっても補ってくれるこ
とはありません。セキュリティの弱点はそのまま
放置されるので、悪質なユーザーに狙われた場合、
パソコンへ侵入されたり、大切なデータが流出し
てしまうなどの危険にさらされることになります。

 ・新しいソフトを使用できなくなる可能性 
　があります。
　
　ソフトウェアは動作環境として対応ＯＳが指定
されています。通常、ＯＳのサポート期間終了を
もって動作保障対象外となることが一般的です。
　つまり、Windows7（ＯＳ）サポート期間終了
後はWindows7パソコンで、「達人シリーズ」の
最新プログラムも動作保障対象外となる可能性が
あります。サポート終了以降にリリースされるプ
ログラムがそれに該当します。市販のセキュリテ
ィソフト等についても同様の可能性があります。

ご存知ですか。ＯＳにはサポート期限があります。
すでにWindows Vistaのサポートは（a）2017年４月11日に終了しており、
Windows 7 の延長サポート期間も (b) 2020年１月14日で終了します。

　　　　　サポート期間を超えての使用は
　　　　　以下の点からもお勧めできません。

 ・必要なセキュリティ更新プログラムが受けられずウイルス感染の危険が
　高まります。
 ・新しいソフト（達人シリーズなど）を使用できなくなります。
 ・新しい周辺機器に対応できなくなります。
 ・故障時などの保存対応ができなくなります。
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 ・新しい周辺機器に対応できなくなる可能
　性があります。

　外付けのハードディスクや、プリンタなど、周
辺機器にも動作環境として、対応ＯＳが指定され
ています。やはりサポート期間が終了したＯＳは
動作保障対象外となる可能性があります。

 ・故障時の保守対応ができなくなります。

　導入から一定の年数を経過しますと、保守対応
用部品が調達できなくなるため、定額保守契約を
継続いただくことが困難になり故障時に修理がで
きなくなります。 

　新しいパソコンへ移行する際、データのバック
アップや達人シリーズ、メール、アドレス帳など、
ソフトウェアの移行、周辺機器の互換性の確認な
ど、今後訪れるサポート終了に備え、十分な準備
と余裕をもって最新環境へ移行されることをお勧
めいたします。

　どのようなパソコンを使用するのがいいのか、
ご自身の使用しているパソコンのＯＳがわからな
いなど、ご不明な点がございましたら、事務局ま
でご連絡下さい。

　組合では最新のWindows 10のパソコンの販売
を行っております。
　より快適にパソコンをご利用いただくためにも、
ぜひ最新のWindows 10パソコンへの移行をご検
討下さい。

※終了直前になって慌てないために、
　余裕をもったご準備を。

お問い合わせ　東京税理士会データ通信協同組合　
               　　　ショールーム　TEL.０３－３３４１－０２６０　FAX.０３－５３６６－０９５５
              　　　 ヘルプデスク　TEL.０３－３３５２－７１７５　FAX.０３－３３５０－４６２８
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  　　氏　名　　　　　  支部　    加入日
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【システム組合員】

【賛助会員】

※（法）＝税理士法人

(注)
□システム組合員＝税理士会システム利用組合員 
□情報組合員　　＝情報サービスのみの利用組合員 
□賛助会員　　　＝システムを新規に利用開始された会員
　　　　　　　　　 （1年後にシステム利用組合員へ異動）
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第10回常務理事会　平成30年１月24日
【審議事項】

１．加入・脱退に関する件
２．第42期推定決算（第１回）に関する件
３．第42期通常総会開催スケジュールに関す

る件【追加議題】
【報告事項】

１．全国データ通信の報告に関する件
２．各部・委員会の報告に関する件

第２回指導研修部会　２月６日
１．特別研修会の料金に関する件

関連団体連絡会議《関連六団体》　２月６日
１．団体の組織運営（近況報告）及び当面する

諸問題に関する件
第11回常務理事会　３月20日

【審議事項】
１．加入・脱退に関する件
２．次期事業計画・予算案の策定に関する件
３．特別研修会の料金に関する件
４．第42期推定決算（第２回）に関する件
５．達人シリーズカスタマイズに関する件
６．全国データ第27期通常総会の概要に関す

る件
【報告事項】

１．各部・委員会の報告に関する件
現預金監査　４月２日
第１回総務経理合同部会　４月12日

１．第42期事業報告に関する件
２．第42期決算報告に関する件
３．総会運営概要とスケジューリングに関する

件
第１回常務理事会　４月16日

【審議事項】
１．加入・脱退に関する件
２．第42期事業報告及び決算報告承認に関す

る件
３. 第42期通常総会概要とスケジューリングに

関する件

【報告事項】
１．全国データ通信の報告に関する件
２．各部・委員会の報告に関する件

第２回総務経理合同部会　５月11日
１．第43期事業計画に関する件
２．第43期収支予算に関する件
３．総会提出議案に関する件

第２回常務理事会　５月11日
　【審議事項】
１．加入・脱退に関する件
２．第42期通常総会提出議案に関する件
３．全国データ総会、懇親会及び関連行事の運

営に関する件
【報告事項】

１．各部・委員会の報告に関する件
平成29年度本監査　５月16日

１．平成29年４月１日から平成30年３月31日
までの業務及び会計監査

第３回常務理事会　５月18日
【審議事項】

１．加入・脱退に関する件
２．第１回理事会の議題に関する件

第１回理事会　５月18日
【審議事項】

１．加入・脱退に関する件
２．第42期通常総会提出議案に関する件
３．情報セキュリティ資料集に関する件
４．第42期通常総会運営概要とスケジューリ

ングに関する件
【報告事項】

１．全国データ通信の報告に関する件
２．各部・委員会の報告に関する件 

第４回常務理事会　６月12日
１．第42期通常総会及び懇親会の運営に関す

る件
第１回広報部会　６月27日

１.「東京データ通信」177号の企画に関する
件

会   議   報   告

　本組合サポートセンタでは、ご利用者様の利便性を第一にこれまで非通知電話からのお問合せについて
も長らくご対応をさせて頂いてまいりましたが、昨年より組合員及び賛助会員の皆様の権益を守るため、
またサポートサービスの向上のため、非通知によるお問合せの場合はサービスを停止させて頂いておりま
す。スタッフ一同、今後さらに資質向上に努めてまいりますので、サポートセンターをご利用の際は電話
番号を通知の上、サービスをご利用いただけますようお願い申し上げます。

組合サポートセンターからのお願い ―非通知電話からのお問合せ時のサービス停止について―
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　消費税の軽減税率が本税の引き上げと共に来年の平
成31年10月に導入されることに！
　軽減税率が定着している欧州における専門家の間で
は軽減税率批判が続出しておりEU委員会においても
廃止すべし、との意見がある。
　理由は低所得者対策が目的であるにも関わらず、低
所得者層の租税負担軽減効果が限定的で高所得者層の
ほうが、軽減効果がより多くなっている。
　対象者を限定した給付処置に比べると極めて非効率
的であると云う事が確認された。
　なお消費税の税率についてはこれまで通り、単一税
率を維持し、低所得者対策としては給付による処置を
講ずる事が望ましい、との報告である。
　消費税の軽減税率が導入されている欧州諸国の多く
の国では、単一税率に向け見直しの機運が高まってい
ると言う。
　導入の目的は低所得者の擁護に有った。

　欧州で失敗と評価された悪の選択肢という結論を
20年後にわざわざ日本が追いかける事は無い。
　この件に関して、先の東京税理士会総会での質議で、
本会ホームページに「国税庁等からのお知らせ～～（消
費税の軽減税率の実施について）」が掲載されている
がこれでは、本会が賛成しているかに見える。反対で
ある旨を注記すべき、でないか？の質問に対して。
　調査制度部長は、軽減税率の導入については税理士
法第49条11の建議権に基づき反対意見を表明してい
る。制度には反対であるが、税務行政を円滑に推進す
ることも必要である。なお本会ホームページに前述の
意見書を掲載していると。
　友人が、本会のホームページを見たけれどどこに掲
載しているのか見つからないと言う。
　広報は適時・適所・さらに適文だが難しい！
　アーアー、やっぱり広報は難しい！（波間球）

　バラ―バラ科バラ族の総称で、特に観賞用を総称する。葉は奇数羽状複葉。花は
　八重咲きが多い。近年品種の改良が世界各地で行われている。
　1982年   作出国はアメリカ。 品種名　サン・フレーア（神代植物園）

今年も秋季研修会を近隣2組合との合同で開催予定です。
ご案内は後日お送りいたしますが、今年は東京での開催となりますので、
皆様奮ってご参加ください。

◇日  時　　１０月１１日（木）
◇会  場　　・研修会（13：30 ～ 16：40）　更生保護会館４階
　　　　　　　　　　テーマ：事業継承について
　　　　　　　　　　講　師：税理士  宮本雄司 氏
　　　　　   ・交流会（16：45 ～ 18：00）　東京税理士会館２階

　　　全国データ通信第27期通常総会開催のお知らせ
　全国税理士データ通信協同組合連合会の通常総会を下記の日程で開催いたします。

◇９月19日（水）　会場：京王プラザホテル 　   ◇９月20日（木）　　　
　 ・総会　　15：00 ～ 17：00　　　　　  　　    ・観光　　川越市内散策
　 ・懇親会　17：15 ～ 19：00　　　　　　    　  ・ゴルフ　小金井カントリー倶楽部

三組合合同秋季研修会開催予告


